
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 4 月 

芝   山   町 

 

令和７年８月１日（金）から 

 

届出制度が始まります！ 

 

芝山町立地適正化計画に係る 

届出制度の手引き 

「芝山町立地適正化計画」の公表に伴う 
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１．届出制度導入の背景                                

 人口減少・少子高齢化が進む中で、無秩序な市街地拡大の抑制と都市機能の集約、いわ

ゆるコンパクトシティによる“持続可能な都市づくり”が求められています。国では、コン

パクトシティの実現に向けてより具体的な施策を推進するため、２０１４年に都市再生特

別措置法を一部改正し、「立地適正化計画制度」を創設しています。 

 芝山町においても、成田空港の更なる機能強化に伴う波及効果を見据えながら、住民

が安心して暮らし続けることのできる都市づくりに向けて、令和７年４月に 『芝山町立

地適正化計画』 を策定し、令和７年４月より、計画内容の周知を開始しました。 

 本計画の公表日である令和７年８月１日以降、町が定めた

誘導区域以外で一定規模以上の行為等を行う場合ま

た誘導区域内で誘導施設の休止等を行う場合は、都市

再生特別措置法に基づき町へ届出が必要になりますの

で、ご協力いただきますようよろしくお願いします。 

 

   

（１） 居住誘導区域及び都市機能誘導区域の範囲 

  3～7 ㌻  をご覧ください。 
 

（２） 届出の対象となる行為 

① 都市機能誘導区域外で、誘導施設を有する建築物の建築を目的とした、開発

行為や建築等行為を行う場合  9～11 ㌻  

② 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止または廃止する場合  12 ㌻  

③ 居住誘導区域外で、住宅の建築を目的とした、一定規模以上の開発行為や建

築等行為を行う場合  13～14 ㌻  
 

（３） 届出の時期 

 届出に係る書類は、行為着手の３０日前までに企画空港政策課 都市計画係

へ２部提出して下さい。  8 ㌻  

届出制度の概要 
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２．立地適正化計画とは                                

 立地適正化計画は、都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住機

能や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組を推進するものです。 

 都市再生特別措置法第８１条第２項に規定により、立地適正化の基本的方針を定め、居

住機能や都市機能を誘導する区域（居住誘導区域・都市機能誘導区域）や誘導するため

の施策・事業、防災指針等を定めています。 

 

 

 

 

 立地適正化計画で定めた居住誘導区域及び都市機能誘導区域以外の土地で、一定規模

以上の行為を行う場合などは、都市再生特別措置法に基づいて町への届出が必要とな

ります。 

 

 

   

 

 

出典：国土交通省「立地適正化計画策定の手引き」より一部加工 

 人口減少の中にあっても、人口密

度を維持することにより、生活サ

ービスや地域コミュニティが持続

的に維持・確保されるよう、居住の

誘導を図る区域 
 

 原則として用途地域内に設定 

 医療・福祉・商業・公共施設等の都

市機能を都市の中心拠点や生活拠

点に誘導・集約することで、これら

の各種サービスの効率的・持続的

な提供を図る区域 
 

 原則として居住誘導区域内に設定 

 

用途地域 

立地適正化計画制度のイメージ 

 

◆ 安全・安心な居住環境の形成・誘導による人口規模・地域コミュニティの維持 

◆ 成田空港の更なる機能強化に伴う新たな拠点整備の促進及び地域経済の活性化と魅力創出 

立地適正化計画策定の効果 
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３．居住誘導区域及び都市機能誘導区域                      

 
 

川津場地区             

（田園型居住地創出拠点） 

小池地区   

（中心拠点） 

はにわ台住宅団地 

（居住拠点） 

千代田地区        

（スカイゲート拠点） 

 

各地区の詳細

図は、次ページ

以降をご確認

ください。 

 

居住誘導区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 
居住誘導区域 
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① 千代田地区（スカイゲート拠点） 誘導区域詳細図 

 

辺田公会堂 ● 

芝山千代田駅 ● 

● 芝山町中央公民館千代田分館 

● 成田空港温泉 空の湯 

成田市 

芝山町 
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② 川津場地区（田園型居住地創出拠点） 誘導区域詳細図 

 

川津場三和公民館 ● 

● ケーヨーデイツー芝山店 

● ベイシア成田芝山店 

成田市 

芝山町 
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③ 小池地区（中心拠点） 誘導区域詳細図 

 

道の駅 風和里しばやま ● 

芝山町役場 ● 

● 芝山小学校 
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④ はにわ台住宅団地（居住拠点） 誘導区域詳細図 

 

● はにわ台集会所 

第三保育所 ● 
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４．届出制度の流れ                                   

 届出対象行為の着手３０日前までに、「届出様式及び添付書類」２部を、下記の担当窓

口まで提出してください。 

提出先 

芝山町 企画空港政策課 都市計画係 
〒289-1692 芝山町小池 992 番地 

TEL : 0479-77-3909／FAX : 0479-77-0871 

   
届出者（事業者等） 

事前相談        
届出の必要性・必要書類の確認 

工事着手 

届出書類の提出     
区域・規模等の確認 

事前相談        
届出の必要性・必要書類の確認 

変更工事着手 

届出書類の提出     
区域・規模等の確認 

届出内容に    

変更が生じた場合 

工事着手の３０日前 

工事着手の３０日前 
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５．届出対象行為                                    

 

 立地適正化計画の適正な運用に向けて、誘導施設の整備動向を把握するため、下記に

該当する開発・建築等行為を行う際には、行為の種類や場所等について町への届出が

必要となります。（都市再生特別措置法第１０８条）  
 届出対象  都市機能誘導区域外 で行う以下の行為 

開発行為 建築等行為 
 

① 誘導施設を有する建築物の

建築を目的とした開発行為

を行う場合 
 

 

 
① 誘導施設を有する建築物を新築する場合 

 
② 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 
③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とす

る場合 
 

 
 

 留意事項  
 

 都市機能誘導区域で設定している誘導施設は１０㌻を参照してください。 
 

 仮設の誘導施設の建築を目的とする行為（新築、用途変更等）については、届出の対象

外となります。（都市再生特別措置法施行令第４２条） 
 

 開発・建築等行為を行おうとする区域・敷地の全部または一部が都市機能誘導区域外

にある場合は、届出対象になります。 
 

 届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発・建築等行為を行った場合、都市再生

特別措置法第１３０条の規定に基づき３０万円以下の罰金に処せられることがあります。 
 

 届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第３５条「重要事項の説明等」の対象にな

ります。 

（１） 都市機能誘導区域外 で下記の行為を行う場合 
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 誘導施設  「●」のついている施設が、各都市機能誘導区域の誘導施設です 

 誘導施設を都市機能誘導区域外に設置する場合は、届出が必要です。 

 各都市機能誘導区域内で 「●」 のついていない施設を設置する場合は、届出が必要です。 
  

誘導施設  ※下段は施設の定義 小池地区 千代田地区 

行
政 

町役場 

・地方自治法第４条第１項に規定する事務所 
● － 

行政窓口 
・地方自治法第１５５条第１項に規定する出張所 － ● 

福
祉 

地域包括支援センター 

・介護保険法第１１５条の４６第１項に規定する施設と同等の機能を有する施設 ● － 

医
療 

病院 
・医療法第１条の５第１項に規定する病院 ● ● 

診療所 

・医療法第１条の５第２項に規定する診療所（歯科を除く） ● ● 

子
育
て 

幼稚園 
・学校教育法第１条、第７７条に規定する幼稚園 － ● 

保育所 
・児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所 ● － 

認定こども園 
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律第２条第６項に規定する認定こども園 ● ● 

子育て支援センター 
・児童福祉法第６条の３第６項に規定する事業を実施する施設と同等

の機能を有する施設 ● － 

教
育 

小学校 
・学校教育法第１７条に規定する小学校 ● － 

商
業 

店舗面積 1,000 ㎡未満の小売店舗 
・食品衛生法に規定する許可施設 ● ● 

店舗面積 1,000 ㎡以上の大規模小売店舗 

・大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する大規模小売店舗 ● ● 

金
融 

銀行 
・銀行法第２条第１項に規定する銀行 ● ● 

信用金庫 
・信用金庫法第２条に規定する信用金庫 ● ● 

郵便局 
・日本郵便株式会社法第２条第４項に規定する郵便局 ● ● 

文
化 

文化センター 
・芝山文化センターの設置及び管理に関する条例に規定する文化センター ● － 

公民館 
・芝山町立公民館の設置及び管理に関する条例に規定する公民館 ● ● 

図書館・図書コーナー 
・図書館法第２条に規定する図書館及び社会教育法第２０条に規定す

る公民館その他一般住民が利用できる図書室を有する施設 ● ● 
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 提出書類  

 届出対象行為を行おうとする場合は、あらかじめ定められている「届出様式」に「添付書

類」を添えて、担当窓口に２部（１部は返却用）提出してください。 
 

 開発行為の場合 建築等行為の場合 

届出

様式 

① 都市機能誘導区域以外の区域に

おける開発行為届出書 

［別記第１号様式］ 

① 都市機能誘導区域以外の区域において

誘導施設を有する建築物を新築し、又は

誘導施設を有する建築物を改築し、若し

くはその用途を変更して誘導施設を有す

る建築物とする行為の届出書 

［別記第２号様式］ 

添付

書類 

 

① 位置図 

 開発行為を行う土地の区域並び

に当該区域内及び当該区域の周

辺の公共施設（道路、公園、広場、

下水道等）を表示する図面（縮尺

1/1,000 程度） 
 

② 設計図 

 設計図（縮尺 1/100 程度） 
 

③ その他の図書  

 参考となる事項を記載した図面

（案内図、求積図、公図、土地利用

計画図（縮尺１/100 以上）） 

 委任状（代理人に委任する場合）

［任意様式］ 
 

 

① 位置図 

 建築行為を行う土地の区域並びに当該

区域内及び当該区域の周辺の公共施設

（道路、公園、広場、下水道等）を表示す

る図面（縮尺 1/1,000 程度） 
 

② 配置図 

 敷地内における建築物の位置を表示す

る図面（縮尺 1/100 程度） 
 

③ 設計図 

 建築物の２面以上の立面図（縮尺１/５０

程度） 

 各階平面図（縮尺１/５０程度） 
 

④ その他の図書 

 参考となる事項を記載した図面（案内

図、求積図、公図） 

 委任状（代理人に委任する場合） 

［任意様式］ 
 

 

 なお、届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する３０日前までに、「都市機

能誘導区域以外の区域における行為の変更届出書［別記様式第３号］」 と上記それぞれ

の場合と同様の 「添付書類」 の提出が必要となります。 

   
各種様式は、芝山町のホームページから 

ダウンロードできます。 
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（２） 都市機能誘導区域内 で下記の行為を行う場合  

 誘導施設の休廃止の状況を把握するため、都市機能誘導区域内において誘導施設を休

廃止しようとする際には、町への届出が必要となります。（都市再生特別措置法第１０８

条の２第１項）  
 届出対象  都市機能誘導区域内 において 

芝山町立地適正化計画で掲げる 誘導施設を休止又は廃止する場合 

 
 

 留意事項  
 

 各都市機能誘導区域で設定している誘導施設は１０㌻を参照ください。 
 

 区域・敷地の全部または一部が都市機能誘導区域内にある場合は、届出対象になります。 

 

 提出書類  

 届出対象行為を行おうとする場合は、あらかじめ定められている「届出様式」に「添付書

類」を添えて、担当窓口に２部（１部は返却用）提出してください。 

 休止又は廃止する場合 

届出様式 
① 都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止届出書 

［別記第４号様式］ 

添付書類 

① 位置図又は案内図（縮尺１/2,500 程度） 

② 配置図 

③ その他の図書 

 委任状（代理人に委任する場合）［任意様式］ 

※各種様式は、芝山町のホームページからダウンロードできます。 
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（３） 居住誘導区域外 で下記の行為を行う場合  

 立地適正化計画の適正な運用に向けて、居住誘導区域外における住宅開発等の動向を

把握するため、下記に該当する開発・建築等行為を行おうとする場合には、行為の種類

や場所等について町への届出が必要となります。（都市再生特別措置法第８８条）  
 届出対象  居住誘導区域外 で行う以下の行為 

開発行為 建築等行為 
 

① ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 
 

② １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行

為で、その規模が１，０００㎡以上のもの 
 

 
 

 
① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

 
② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変

更して３戸以上の住宅とする場合 

 

 

 

 留意事項  
 

 「住宅」とは戸建住宅や共同住宅を指します。寄宿舎や老人ホームなどは該当しません。 
 

 共同住宅１棟であっても、３戸以上ある場合は届出が必要となります。 
 

 「仮設住宅」及び「農林漁業を営む者の居住の用に供するもの」については、届出の対

象外となります。（都市再生特別措置法施行令第３４条） 
 

 開発・建築等行為を行おうとする区域・敷地の全部または一部が居住誘導区域外にあ

る場合は、届出対象になります。 
 

 届出をしないで、または虚偽の届出をして、開発・建築等行為を行った場合、都市再生

特別措置法第１３０条の規定に基づき３０万円以下の罰金に処せられることがあります。 
 

 届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第３５条「重要事項の説明等」の対象にな

ります。 
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 提出書類  

 届出対象行為を行おうとする場合は、あらかじめ定められている「届出様式」に「添付書

類」を添えて、担当窓口に２部（１部は返却用）提出してください。 
 

 開発行為の場合 建築等行為の場合 

届出

様式 

① 居住誘導区域以外の区域にお

ける開発行為届出書 

［別記第５号様式］ 

① 居住誘導区域以外の区域において住宅等を

新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用

途を変更して住宅等とする行為の届出書 

［別記第６号様式］ 

添付

書類 

 

① 位置図 

 開発行為を行う土地の区域並

びに当該区域内及び当該区域

の周辺の公共施設（道路、公

園、広場、下水道等）を表示す

る図面（縮尺 1/1,000 程度） 
 

② 設計図 

 予定建築物の各階平面図等

（縮尺 1/100 程度） 
 

③ その他の図書  

 参考となる事項を記載した図

面（案内図、求積図、公図、土

地利用計画図（縮尺１/2,500

程度）） 

 委任状（代理人に委任する場

合）［任意様式］ 
 

 

① 位置図 

 建築行為を行う土地の区域並びに当該区

域内及び当該区域の周辺の公共施設（道

路、公園、広場、下水道等）を表示する図面

（縮尺 1/1,000 程度） 
 

② 配置図 

 敷地内における建築物の位置を表示する

図面（縮尺 1/100 程度） 
 

③ 設計図 

 建築物の２面以上の立面図（縮尺１/５０程

度） 

 各階平面図（縮尺１/５０程度） 
 

④ その他の図書 

 参考となる事項を記載した図面（案内図、

求積図、公図（縮尺１/2,500 程度）） 

 委任状（代理人に委任する場合） 

［任意様式］ 
 

 

 なお、届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する３０日前までに、「居住誘

導区域以外の区域における行為の変更届出書［別記第７号様式］」 と上記それぞれの場

合と同様の 「添付書類」 の提出が必要となります。 

 

 

各種様式は、芝山町のホームページから 

ダウンロードできます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芝山町 企画空港政策課 都市計画係 
 

〒289-1692 芝山町小池 992 番地 

TEL : 0479-77-3909／FAX : 0479-77-0871 

E-mail : toshikei@town.shibayama.lg.jp 

 

詳細は以下の

担当まで直接

お問い合わせ

ください。 


